
調査計画 

１ 調査の名称（□特定一般統計調査 ■その他の一般統計調査） 

実験動物取扱いの実態に関する調査 

２ 調査の目的 

 本調査は、実験動物の適正な取扱いの推進に向けた検討を行う際の基礎資料を得るため、全国の実験

動物を飼養又は保管する施設（以下「実験動物取扱施設」という。）における実験動物の飼養・保管状

況及び苦痛の軽減への対応状況等に関する実態を統一的かつ網羅的に把握することを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（平成18年環境省告示第88号）が適

用される実験動物取扱施設 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

 約1,500施設 

（２）報告者の選定方法（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

 環境省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省が所管する学校、試験研究機関等の実験動物取扱

施設及び令和４年12月に各府省庁及び都道府県・政令指定都市・中核市から収集した実験動物取扱施

設に係る情報を母集団情報として、その全数を報告者とする。 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査事項一覧を参照） 

・回答者の属性

・実験動物の飼養保管状況＊

・実験動物取扱に関する内部規程の策定状況

・動物実験等に関する自己点検・評価の実施状況

・動物実験等における３Ｒｓの考慮状況



・動物実験等の実施実績及び殺処分実績＊

・動物実験等に関する情報公開状況 等

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

・回答者の所属機関名については、回答状況の確認の際に用いるものであり、集計は行わない。

（２）基準となる期日又は期間 

令和５年10月１日現在。ただし、「＊」を付した事項については、令和４年度１年間の実績 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

・配布

①環境省－民間事業者－報告者（②～⑥以外の実験動物取扱施設）

②環境省－都道府県・政令指定都市・中核市－報告者（都道府県・政令指定都市・中核市が所管する

実験動物取扱施設） 

③環境省－報告者（環境省が所管する実験動物取扱施設） 

④文部科学省－報告者（文部科学省が所管する実験動物取扱施設） 

⑤厚生労働省－報告者（厚生労働省が所管する実験動物取扱施設） 

⑥農林水産省－報告者（農林水産省が所管する実験動物取扱施設） 

・回収

報告者－民間事業者－環境省

（２）調査方法 

□郵送調査 ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム ■独自のシステム □電子メ

ール） □調査員調査 □その他（ ） 

〔調査方法の概要〕 

・環境省から調査事務を受託した民間事業者が開設するWEBアンケート回答画面のURLを、関係４省

がそれぞれ所管する報告者に電子メールにより送付するほか、環境省が民間事業者又は都道府

県・政令指定都市・中核市を介して、その他の報告者に電子メールにより送付する。報告者

は、WEBアンケート回答画面にアクセスする方法で回答を行う。

・民間事業者は、調査票の取集に併せて、督促及び疑義照会も行う。

・回答時、報告者ごとに再開用URLを発行する。報告者が回答を一時保存した場合、再開する際は当

該URLからアクセスすることにより、他者の回答画面に誤ってアクセスする事態等は防止される。

また、報告者に回答済み調査票等のファイルを送信する必要が生じた際はパスワードを設定し、

複数者へ連絡する際はBCCに設定して送付する等、誤送信防止に取り組む。 



７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

■１回限り □毎月 □四半期 □１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ）

 （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年： 年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

令和５年10月下旬～11月下旬 

８ 集計事項 

第１表 回答者の業界別分布 

第２表 令和４年度中の動物実験等実施・外注状況 

第３表 令和４年度中の動物実験等における実験動物の使用目的 

第４表 令和４年度中の飼養等動物種及び飼養頭数 

第５表 機関内規程の策定状況及び根拠指針 

第６表 機関内規程で定めている項目 

第７表 実験動物の飼養者分類 

第８表 実験動物の飼養保管環境のエンリッチメント等実施状況 

第９表 自己点検・評価実施状況及びその内容 

第10表 外部検証実施状況 

第11表 ３Rs取組状況 

第12表 令和４年度中の実験動物殺処分実績 

第13表 動物実験等に関する公開情報及び公表方法 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧）

（３）公表の期日 

令和６年11月下旬 

10 使用する統計基準等 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他

（              ）

■使用しない



本調査は、国内の実験動物取扱施設に対象を限定した調査であり、調査対象の範囲の画定及び集計結

果の表示に、統計基準を用いる余地が小さいことから、いずれの統計基準も使用しない。 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

（１）保存期間 調査票の内容を記録した電磁的記録媒体：永年 

（２）保存責任者 環境省自然環境局総務課長 
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